
4.事務開始年月日

法施行日の平成20年l月16日く水Iから1事務を開始いたしますoただし.和

解.調停の成立または判決の確定後に機構に対.して請求を行っていただきます.

5.給付内容

ぐ
11症状に応じて次の3段階の給付金

症 状 絵 付 金

0 慢性c型肝炎が進行してl肝硬変若しくは肝がん
に罷患L又は死亡した者

4000万円

el 燥性c型肝炎に躍患した者 2000万円

61 臥el以外の者く無症候性キヤリアl 1200万円

く21給付金の支給を受けた後10年以内に症状が進行した場合1追加給付金を支
給しますo症状進行の判断はl医師の診断書く別紙様式第三号lにより行いま
すo

症状が進行した区分の額から,研に支給された給付金を除いた額を支給す
る-ことになります.

く例J慢性c型肝炎に罷患しへ2000万円の給付金を受け取っていた方が,症状が

進行しl肝がんとなった場合

僻がんの場合の給付金掛 巨濫諾芸雷,%-5jく追加給付妄掛
4000万円 2000万円 土 2000万円

6,請求手続

く
1 1亡裁判所で和解.調停が成立または判決が確定しl給付金を請求する場合に
必要な書類コ

0本人または相続人が給付金支給請求書く別紙様式第二号Jによリ1直臥当

機構に講求してくださいo.く三皇皇虹らダウンロ-ドしていただいても結構ですoう

el添付書類

次のいずれめ書類も必要となリますo

ア.裁判所の砲定判決若しくは和解.調停の正本または謄本

くその他確定判決と同-の効力を有するものI

イ.住民票の写しその他の給付金支給請求書に記載した事実を証明する
書韓


